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定率法の償却率等の見直し定率法の償却率等の見直し定率法の償却率等の見直し
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　法人の有する減価償却資産について定率法を選定している場合（償却方法を届け出なかったために法定償却方法である
定率法により償却を行うこととされる場合を含みます。以下同じ。）において、平成24年4月1日以後に取得をされる減価償却資産
に適用される償却率が、定額法の償却率を2．5倍した償却率から、定額法の償却率を2倍した償却率に引き下げられました（法
令48の2①ニロ）。
　この償却率の改正に伴い、改定償却率及び保証率についても改正されています（耐用年数省令別表第九、別表第十）。
　この改正は平成24年4月1日以後に終了する事業年度の償却限度額の計算について適用されます（改正法令附則3①）。　

税務署ニュース

平成24年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率、改定償却率及び
保証率の表（耐用年数省令別表第十）
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